
【注意】 
寄附を通じて収集した個人情報は、納付書やお礼状の送付など
「ふるさと和歌山応援寄附」の事務以外には使用しません。 

 

ファックス送信先    和歌山県庁総務部総務管理局税務課 （FAX ０７３－４２３－１１９２） 

 

ふ る さ と 和 歌 山 応 援 寄 附 申 出 書 
 

令和   年   月   日   

和歌山県知事 様 

(フリガナ) 
氏名／名称                       

                        〒 
住所／所在地                      

 
電話番号                        

 
私は、ふるさと和歌山を応援するため、下記のとおり和歌山県へ寄附を申し出ます。 

記 

 

希望する使途 
（いずれかひとつにチェック

をお願いします。） 

□地域における防災力の向上 
□和歌山県スポーツキャンプ誘致推進 
□大学生等による和歌山県内での地域貢献活動の 

推進 
□地域づくり団体等による関係人口創出拡大事業の 

推進 
□e スポーツの推進による新たな若者文化の形成と 

地域の活性化 
□デジタルクリエイティブ拠点の創出 
□こどもの居場所づくり 

□チャレンジドの社会参加促進 
□医療と福祉の DX 推進 
□和歌山を宇宙のまちにしよう！ 
□県アンテナショップ「わかやま紀州館」を活用 
した県産品の魅力発信 

□希少な和歌山県産ブランド和牛の認知度向上 
□和歌山県立近代美術館の活動を応援し、豊かな 
 文化を創る 
□南葵音楽文庫 10 周年記念事業 
□和歌山ミュージックアカデミー U18 

寄附金額 金             円 
寄附方法 ○希望する支払方法にチェックをしてください。 

□ 納付書払い    後日、県の指定金融機関等への支払に必要な納付書を郵送します。 
□ 口座振込    後日、口座番号等を郵送でお知らせします。 
 

ふるさと納税ワンスト
ップ特例制度の利用 
（希望する方のみチェックを

お願いします。） 

 
□ ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請書の送付を希望します。 

※１ 後日、和歌山県から送付する申請書に必要事項を記入の上、下記申込窓口まで 
ご提出ください。（申請書は、県ホームページにも公開しています。） 

※２ 特例制度の概要については、県ホームページ又はパンフレット等をご参照ください。 

ふるさと和歌山への応

援メッセージ 
 
 
 

氏名等の公表に関する

同意 
次のうち、公表に同意していただける項目にチェックしてください。 
□ 寄附者氏名／名称  □ 寄附者住所／所在地（市区町村名までの公表とします。） 
□ ふるさと和歌山への応援メッセージ（要約する場合があります。） 

※ 公表に同意していただいた場合は、県ホームページ等にこの項目について掲載させていただきます。 

～お問合せ先・申込窓口～ 
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目１番地 
和歌山県庁 総務部総務管理局税務課 
電話 073-432-4111（県庁代表）内線 2186 

073-441-2186（直通）FAX 073-423-1192 
E-mail：furusato-ouen@pref.wakayama.lg.jp 

【2025 年度】わかやま未来応援型（お礼の品なし） 

別記第１号の２様式 （表面）



　

【特例対象者】

③住民税の
軽減

寄附者
①寄附金納付

所得税の控除

税の軽減額

概ね「（寄附金額－２，０００円）×所得税の税率×１．０２１」
の所得税が軽減されます。(復興特別所得税含む)

寄附金額 「（次のＡ、Ｂのうち少ない方の金額）－２，０００円」を所得控除する。
Ａ 寄附金の合計額
Ｂ 総所得金額の４０％に相当する金額

所得税

住民税の
特例控除

寄附金控除対象額 ×１０％

寄附金控除対象額 ×（９０％－所得税の税率×１．０２１）
ただし、住民税所得割額の２割が限度

住民税の
基本控除

* 寄附金控除対象額
（次のＣ、Ｄのうち少ない方の金額）－２，０００円
Ｃ 寄附金の合計額

Ｄ 総所得金額の３０％に相当する金額

基本控除の額と特例控除の額の合計額を税額控除する。

住民税

*

*

自己負担額

寄附金額の目安について

自己負担額２,０００円を超える金額が全

額控除される寄附金額の目安は右表の

とおりです。

【注意】

右記の表はあくまでも目安としてお考えください。

和歌山県への寄附（ふるさと納税）に伴う手続の流れ

寄附金控除の概 要

確定申告を行う場合 ワンストップ特例制度が適用される場合

※１ 「 」は、寄附者が行う手続き、「 」は、行政機関が行う手続きです。

※２ 所得税については寄附をした年分から、住民税については寄附をした翌年度分から税金が軽減（還付）されます。

※３ ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税控除分相当額を含めて、住民税から控除されます。なお、特例対象者から外れ

た場合は、申請自体が無効となり、寄附金控除を受けるためには、従来どおり確定申告が必要になりますのでご注意ください。

※４ ワンストップ特例の申請はオンラインでも可能になりました。

和歌山県

住所地
市町村

寄附者 和歌山県

住所地
市町村

最寄りの
税務署

・確定申告が不要な給与所得者等

・５団体以内のふるさと納税の場合
（平成27年4月1日以降の寄附が対象）

①寄附金納付
②特例申請書の提出

②領収証書等

②'寄附情報
を通知

⑤住民税の
軽減

④所得税の
軽減

③
確
定
申
告

（
領
収
証
書
等
の
添
付
）

③'申告情報の共有

・単身者の場合

給与収入 寄附金額目安
300万円 28,000円
400万円 42,000円
500万円 61,000円
600万円 77,000円
700万円 108,000円
800万円 129,000円
900万円 152,000円
1,000万円 180,000円
1,500万円 395,000円
2,000万円 569,000円

・夫婦、子１人（高校生）の場合

給与収入 寄附金額目安
300万円 11,000円
400万円 25,000円
500万円 40,000円
600万円 60,000円
700万円 78,000円
800万円 110,000円
900万円 132,000円
1,000万円 157,000円
1,500万円 377,000円
2,000万円 552,000円

（裏面）


